
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「協働」という言葉の意味をご存知ですか？同じ読み方で「共同」や「協同」があります。

「協働」は、立場や思いなど特性が異なるもの同士が、共通の目的をもち、役割分担により

お互いの不足、弱みを補い合いながら、上下関係ではなく、対等な立場で協力することを言

います。 

 

◆３つの「きょうどう」の違い◆ 

 

 

 

 

 

◆なぜ「協働」が必要なの？◆ 

近年、少子高齢化や人口減少など社会情勢が大きく変化し、 

また、ライフスタイル、価値観が多様化する中で、日々の暮ら 

しや住環境・自然環境を取り巻く課題も多様化、複雑化し、市 

民だけ、行政だけでは解決できない複雑な課題が山積していま 

す。そのような課題を解決し、心豊かに幸せに暮らせるまちづ 

くりを実現するためには、まちづくりを行う様々な主体（市民、

区など自治会、市民活動団体、企業、教育機関、行政など）が、まず、自分たちでできるこ

とは自分たちで行い、できないことはお互いを補い合いながら協力して課題解決を進めてい

く、「協働」によるまちづくりの推進が必要となります。 

市民の皆さん一人ひとりが行動し、家族や友人、隣近所の方など、お互いに信頼し合い、

協力し合い、支え合うことで、「協働」の輪が広がり、安全・安心に暮らしやすいまちづくり

が進みます。 

立場・思いの異なる者同士

が、同じ目標の達成に向けて、

互いを尊重し、補い合って協

力すること。 

協働 

（同じ場所で）一緒に作業

すること。 

共同 

同じような立場の者が同じ

目標の達成に向けて協力する

こと。 

協同 

「協働（きょうどう）」ってなんだろう？ 

協働のまちづくりは、私たち一人ひとりが心豊かに幸せに暮らすた

め、環境や考え方など特性の異なる主体同士が、目的や課題を共有し、

それぞれの特性を活かし、主体的・自発的に、役割を担い合い、対等な

立場で連携することです。 

みんなが主役ではじまる 協働のまちづくり

※第 2次「安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び協働のまちづくり推進行動計画」（案）より抜粋 
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ご参加いただきました皆さまには、お忙しいところご来場いただきまして誠にありがとう

ございます。 

近年の人口減少・少子高齢社会のなかで、多様化・複雑化する地域課題の解決のためのキ

ーワードが「協働のまちづくり」です。  

協働ってなんだろう？そして、安全・安心で暮らしやすい安曇野市を実現するために、市

民一人ひとりに今何が求められているのか、多くの皆さんと共に考える機会として、「協働の

まちづくり講演会」を開催します。 

 

 

 

【プログラム】 

１３：３０  開 会 

・主催者あいさつ（安曇野市長） 

・第２次「安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び 

協働のまちづくり推進行動計画」（案）について 

１３：４５  基調講演 「みんなが主役ではじまる 協働のまちづくり」  

講師 木村 晴壽 先生（松本大学総合経営学部 教授） 

１５：００  協働実践事例発表 「地域との協働が生み出す新たな可能性」 

①NPO 法人アルウィズ デイホーム楓 

②安曇野市立穂高東中学校 

１５：３０  閉 会 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

1953年、宮城県石巻市生まれ。1977年、早稲田大学

法学部卒業。早稲田大学商学研究科博士課程前期・後期

（経済史専修）を経て、立正大学経済学部・東京理科大学

理工学部・駒澤大学経済学部講師、早稲田大学産業経営研

究所特別研究員。現在は松本大学総合経営学部教授

（2006年より2013年まで学部長）、松本大学地域連携

（COC）戦略会議議長。専門の研究分野は、幕末・明治

維新期から戦前を通じての生糸輸出と貿易金融、および明

治以降の地方行財政史。 

安曇野市においては、協働のまちづくり推進の根幹とな

る「安曇野市自治基本条例」の制定に携わる。 

【講師 木村 晴
はる

壽
ひさ

 先生プロフィール】 
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協働実践事例発表資料 
 

 

 

 

P３～P１３    NPO法人アルウィズ デイホーム楓 

介護事業所として認知症対応型デイサービス等の事業を行うだけでなく、地域の一員とし

て区に加入し、区の事業に参加するなど地域とのつながりを深める中で、地域福祉の向上の

ため、地域と協働で介護の専門性を活かした様々な活動に取り組んでいる。 

 

 

P１４～P２１   安曇野市立穂高東中学校 

「規律正しく生き生きとした生徒」「何事にも粘り強い生徒」「自分も人も大切にする生徒」

を学校目標としている。学区内の区と協働で防災訓練を実施するなど、地域と学校とのつな

がりを大切にし、中学生の主体性を養う教育実践に取り組んでいる。 

 

 

参考資料 

 

P２２～P２５   安曇野市自治基本条例 
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地域と連携した防災訓練 

 

穂高東中学校 赤羽 利樹 

１ はじめに 

穂高東中学校の生徒達は、「何事にも粘り強い生徒・自分も人も大切にする生徒・規律正しく生

き生きとした生徒」の教育目標のもと、素直に伸び伸びと学習や部活動等教育活動に励んでいま

す。 

そんな中、防災学習では、生徒達は、安曇野市の地下には、糸魚川静岡構造線という活断層が

存在していることを知ってはいても、危機意識はそれほど高いとは言えません。年三回実施され

る防災訓練では、毎回整然とした訓練姿勢で、消防署等防災関係者から高い評価を受けています

が、全て受け身の訓練であり、防災に向けて自ら気づき、判断し、行動する「当事者意識」を育て

る取組となっていない課題がありました。 

また、地域では、行政区ごとの防災訓練が区長や地域自主防災会長が中心となって推進されて

いますが、休日実施であるため、中学生の参加はほとんど見られていません。「参加してほしいが、

部活動等があるため期待できない。」という地域の方の声に代表されるように、将来地域防災の中

心となる成人を育てたいし、有事の際には地元にいる中学生の働きに期待しているが、防災訓練

に無理に参加してもらうことはできないと考えている課題もありました。 

そこで、「当事者意識」を持って防災訓練に取り組み、将来地域防災の担い手となる人物を育て

たいと願い、地域と連携した防災訓練を計画しました。 

 

２ 目的 

有事の際、第一避難所に指定されている地域の公民館等において 

防災訓練を実施することにより、在宅時における避難経路や誘導方 

法にかかわる知識を知り、適切な判断と行動により、自分や家族、 

近所の被支援者が安全に避難することができるようにするとともに 

地域防災に対して当事者意識を持ち、地域の一員として、災害時に 

進んで行動しようとする心構えが持てるようにする。 

 

３ 工夫したポイント 

(１) 地域と共に創り上げる 

・穂高東中学校区にある行政区十区の区長及び区役員との連携 

・学校主体の活動でなく、地域や消防団、行政などの他組織や団体と共に創り上げる防災学習

の推進 

・市コミュニティスクール事業利用、地域コーディネーターとの連携 

・有事の際、第一避難所となる公民館等での防災訓練の実施 

・地域防災訓練での消防団との連携 

・防災に関わる多くの組織や団体との連携（地域自主防災組織、安曇野市危機管理課、安曇野

市教育委員会学校教育課、消防団、消防署、青少年赤十字防災アドバイザー） 
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（２）生徒を前面に出す 

・区長会への参加 

・地域自主防災会長会への参加 

・２回の区長、地域自主防災会長との打合せ 

（３）活動を一過性にしない 

・区ごとに実施する防災訓練の内容を区長間で情報交換する機会を持ち、区ごとに実施する防

災訓練の内容を三ヶ年で一サイクルとなるように計画する。 

・安曇野市コミュニティスクール事業と連携し、協力区に保険加入と助成金を補償する。 

 

４ 生徒の感想 

・地図を見せてもらった。もしもの時に助けてほしい人と助けられる人の家が印してあった。

助けてほしい家はたくさんあるのに助けられる家が三軒しかなかったので、私が助ける人に

ならなくてはいけない。 

・一番印象に残ったのは区長さんからの「中学生として周りの人を助けてほしい。」という言葉

だった。 

・「近助」を大切にするという言葉が印象に残りました。普段から近所の人と知り合うことが災

害の時に役立つことを知りました。中学生は避難する時に、小さい子やお年寄りと一緒に行

動して引っ張っていく立場だと思いました。 

 

５ 区長の声 

・区として特に負担はない。区では祭りがあるので男子生徒とは交流があるが、女子生徒が区

のことでなかなか関わる機会がなかったので区としてもありがたい。 

・コミュニティスクール事業ということで市から助成金をいただいた。来年度に向け利用した

い。 

 

６ 終わりに 

災害は、学校だけで起きる事案ではありません。家庭、地域丸ごと一緒に起きる事案です。そ

して、災害時には中学生の働きが有効な支援となっていることは実際の被災地の様子から明らか

です。将来地域防災の中心となって働く成人を育成するためにも、この取組を継続していきたい

と考えます。そして、その継続が安心して皆が暮らすことができる穂高及び安曇野市を創ってい

くことにつながっていくと思います。 

今年度は、九月七日に穂高西中学校と合同で、穂高地区全域での防災訓練を予定しています。 
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（参考）安曇野市自治基本条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第５条） 

第２章 市民の権利及び責務（第６条・第７条） 

第３章 市議会の役割及び責務（第８条・第９条） 

第４章 市の役割及び責務（第 10条－第 12条） 

第５章 市政運営（第 13条－第 22条） 

第６章 危機管理（第 23条） 

第７章 区（第 24条－第 26条） 

第８章 住民投票（第 27条） 

附則 

私たちのまち安曇野市は、平成 17 年 10 月１日に豊科町、穂高町、三郷村、堀金村及び明科町が合併して誕生

した。地方のまちが困難な問題に直面しているいま私たちは、活力に満ちたまち、安全、安心に暮らせるまちをつ

くるため、地域の力を結集しなければならない。 

市民一人一人に、まちづくりに参加する権利があると同時に、先人たちが守り育ててきたかけがえのない自然、

誇るべき郷土の歴史と文化を継承し、後世に伝える役割がある。 

安曇野市に暮らす誇りと責務を自覚し私たちはここに、自治の理念と市政運営の原則を市民全員が共有するた

め、安曇野市自治基本条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、安曇野市（以下「本市」という。）における自治の基本理念及び市政運営の基本原則を

定め、併せて市民、市議会及び市の役割等を明らかにすることにより、協働によるまちづくりを推進するため

の基本事項を規定することを目的とする。 

（条例の位置付け） 

第２条 この条例は、本市の自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を遵守し、こ

の条例に定められた役割、責務等を踏まえ誠実に自治によるまちづくりを推進するものとする。 

２ 市議会及び市は、この条例以外の条例を制定若しくは改廃するとき、総合計画等を策定するとき又は政

策を立案するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項と整合を図るものとする。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 次に掲げるものをいう。 

ア 市内に住所を有し、又は居住する者 

イ 市内に通勤し、又は通学する者 

ウ 市内で事業活動を行い、又は公益の増進に取り組むもの 

(２) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地

方公営企業をいう。 

(３) 自治 自らの地域を市民の意思及び責任において運営することをいう。 

(４) まちづくり 地域課題を解決し、よりよい地域社会を創り出すことをいう。 

(５) 協働 市民、市議会及び市が対等な立場で協力しながら行動することをいう。 

(６) 総合計画等 基本構想、基本計画及び実施計画で構成される総合計画並びに個別計画をいう。 

(７) 区 本市の区域内にある自治組織であって、その代表者が安曇野市区長会に属するものをいう。 

(８) 安曇野市区長会 各区の発展及び相互の連携による地域課題の解決を図るための組織をいう。 
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（自治の基本理念） 

第４条 市民、市議会及び市は、それぞれの役割及び自主性を尊重し、まちづくりに向け、協働して自治を

推進するものとする。 

２ 市民、市議会及び市は、国籍、民族、言語又は文化の違いによって市民を差別することなく、全ての基

本的人権を尊重して自治を推進するものとする。 

３ 市民、市議会及び市は、自治を推進するためそれぞれが最善を尽くすものとする。 

（市政運営の基本原則） 

第５条 市政運営にあたっては、次に掲げる事項を基本原則とする。 

(１) 協働の原則 市は、自治の基本理念を踏まえ、協働してまちづくりを推進すること。 

(２) 情報共有の原則 市は、自治の基本理念を実現するため、市民及び市議会と情報を共有すること。 

(３) 法令遵守の原則 全ての法令等を遵守すること。 

第２章 市民の権利及び責務 

（市民の権利） 

第６条 市民には、自治の基本理念に沿ったまちづくりを進めるため、市政に参画する権利がある。 

２ 市民には、市議会及び市が保有する情報について、知る権利がある。 

３ 市民には、法令等の定めるところにより、行政サービスを受ける権利がある。 

（市民の責務） 

第７条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、まちづくりを推進するものとする。 

２ 市民は、市政へ参画するにあたっては、自治の基本理念を踏まえ、誠実な言動に努めるものとする。 

第３章 市議会の役割及び責務 

（市議会の役割及び責務） 

第８条 市議会は、議会の権能の範囲において政策立案、政策提言等を行うよう努めるものとする。 

２ 市議会は、市政運営を監視するものとする。 

３ 市議会は、市議会が持つ情報を積極的に公表することで市民及び市との情報共有を図り、開かれた議会

運営に努めるものとする。 

４ 市議会は、個人の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適正に管

理し、利用しなければならない。 

（議員の責務） 

第９条 議員は、開かれた議会を目指し、議員相互の自由な討議を尊重し、自己研さんに努め、議会機能が

十分に発揮されるよう誠実かつ公正に職務を遂行するものとする。 

第４章 市の役割及び責務 

（市長の役割及び責務） 

第 10条 市長は、自治の基本理念を実現するため、公正かつ誠実に市政を運営し、自治に基づくまちづくり

を推進するものとする。 

２ 市長は、市政運営の基本原則に則り、必要な財源の確保に努めるとともに、総合計画等の策定及び政策

の立案、これらの実施並びに評価を行うものとする。 

（市の役割及び責務） 

第 11条 市は、市政運営の基本原則に則り、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行するもの

とする。 

（職員の責務） 

第 12条 職員は、市民との信頼関係を高めることに努めるものとする。 

２ 職員は、市政運営の基本原則に則り、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。 
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３ 職員は、社会情勢及び市民ニーズに的確に対応するため、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め

るものとする。 

４ 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的に市民と連携して、まちづくりに取り組む

よう努めるものとする。 

第５章 市政運営 

（市政の透明性及び信頼性） 

第 13条 市は、市政運営の透明性及び信頼性の向上に努めなければならない。 

（総合計画等） 

第 14条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画等を策定するものとする。 

２ 市は、総合計画等を市民参画の下で策定するものとする。 

（財政運営） 

第 15条 市は、財政の健全性を維持し、将来にわたって持続可能な財政運営に努めるものとする。 

２ 市は、財政運営の状況を公表し、分かりやすい説明を行うものとする。 

（情報の提供） 

第 16条 市は、市政に対する市民の理解及び信頼を深め、市民の参画を促進するため、市が保有する情報の

積極的な提供に努めるものとする。 

（個人情報の保護） 

第 17条 市は、個人の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適正に管

理し、取扱うものとする。 

（附属機関） 

第 18 条 市は、附属機関の委員を選任するにあたり、市民の幅広い意見が反映するよう努めるものとする。 

２ 市は、附属機関の委員を選任するにあたり、必要に応じて専門的観点からの意見が反映するよう努める

ものとする。 

３ 市は、附属機関の運営にあたり、公正が確保されるよう努めるものとする。 

（パブリックコメント） 

第 19条 市は、協働のまちづくりを実現し、開かれた市政を実現するため、市の重要な条例又は総合計画等

の策定若しくは変更にあたり、事前に案を公表し、広く意見を聴取するとともに、これらに対する市の考え方

の公表に努めるものとする。 

（市政運営に関する応答責任） 

第 20条 市は、市政運営に関し意見、質問、要望、苦情等があったときは、迅速かつ誠実に応答するものと

する。 

（政策に関する説明責任） 

第 21条 市は、総合計画等及び政策並びにこれらの実施にあたり掲げた目標等を市民に分かりやすく説明を

するものとする。 

（行政評価） 

第 22条 市は、総合計画の適正な進行管理及び行政資源の効果的な活用を図り、政策を検証することを目的

に行政評価を行うものとする。 

２ 市は、行政評価の結果について公表し、市民に分かりやすく説明するものとする。 

第６章 危機管理 

（危機管理） 

第 23条 市議会及び市は、自然災害、重大な事故又は事件、感染症の拡大その他の非常事態に備え、市民の

身体、生命及び財産の安全性の確保に努めるものとする。 
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２ 市議会及び市は、総合的な危機管理体制を強化するため、市民、関係機関等と協力及び連携を図るもの

とする。 

３ 市民は、相互の支え合いを基本に危機に備え、危機の発生に際しては互いに助け合うものとする。 

第７章 区 

（区の役割） 

第 24条 区は、支え合い及び助け合いを土台に地域課題を解決することにより、地域福祉の向上及び安全か

つ安心な地域を創り出すよう努めるものとする。 

（区への加入） 

第 25条 本市の区域内に住所を有し、又は居住する者は、区へ加入するよう努めるものとする。 

２ 区へ加入した者は、相互の支え合いと協力の下、主体的にまちづくりに関わるよう努めるものとする。 

（区への支援） 

第 26条 市は、区の目的及び役割を尊重し、その活動が促進されるよう支援するものとする。 

第８章 住民投票 

（住民投票） 

第 27条 市長は、市政運営又は政策上の特に重要な事項について、住民投票を実施することができるものと

する。 

２ 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めるものとする。 

３ 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 29年４月１日から施行する。 

（自治基本条例の見直し） 

２ 市長は、この条例の施行の日から３年を超えない期間において、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本

市にふさわしく、社会情勢に適合しているか検証及び検討するものとする。 

３ 市長は、前項に規定する検証及び検討の結果を踏まえ、条項の見直しが適当であると判断したときは、 

必要な措置を講じるものとする。 

４ 市長は、第２項に規定する検証及び検討又は前項に規定する措置を講じた以降は、５年間を超えない期

間において前２項の例によりこの条例の見直しを行うものとする。 
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【安曇野市 市民生活部 地域づくり課 まちづくり推進係】 

住所：〒399-8281 安曇野市豊科 6000 番地（２階４番窓口） 

電話：0263-71-2494（直通）  FAX：0263-72-3176 

E-mail：chiikizukuri@city.azumino.nagano.jp 
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